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福島県の全ての市町村がまん延防止重点措置の対象区域

に指定され、県民一人ひとりの感染を拡大させない行動が

求められています。しかし、新型コロナウイルス新規感染

者が連日 500人以上を記録し、白河市でも先週の 2倍の

30名前後の新規感染者が発表されており、オミクロン株

による感染が猛威をふるっています。幼稚園、小学校、中

学校、高等学校で感染が広がっており、保健所での濃厚接

触者の特定や陽性者への対応が追いついていない状況です。

今後、オミクロン株の特性（感染スピードが速い、軽傷者

の割合が多い）を踏まえ、保健所では、感染している可能

性の高い同居家族や医療機関・高齢者施設等の重傷化リス

クのある方などに重点的に対応します。よって、学校内で

の濃厚接触者の対応を以下のように行います、 

【濃厚接触者の判断】 

 １ 感染者と症状が発症した 2日前（または無症状の場合は検査の 2日前）から、近距離、あるいは長時間

接触したかを右上の濃厚接触者の確認方法（別紙：資料１）を参考に自己診断し判断します。 

  ※ 濃厚接触者の判断基準は、右上の通り、感染者がマスク無しで、１ｍ以内で 15分間以上接触した者で

す。鼻出しマスクや顎マスクなど飛沫が飛散する状態や不織布マスクと同程度以上の効果があるマスクを

着用しない場合は、感染を防止するには不適切な状態になります。 

 ２ 学校で感染者の行動履歴を確認し、上記の内容で濃厚接触者の可能性の高い生徒や教職員を特定し、１の

自己診断した結果と相関しながら濃厚接触者を確定します。 

【濃厚接触者となった生徒への対応】 

 １ 濃厚接触者は、感染者と接触があった次の日を 1日目として 7日間の自宅待機（出席停止）とします。 

 ２ 自宅待機期間中は右上の濃厚接触者の健康観察票（別紙：資料２）で体温と症状を記録し、健康観察をし

ます。7日目まで特に異常がなければ、8日目から自宅待機が解除され登校できるようになります。 

【感染者確認に伴う対応】 

 １ 感染者が確認されたクラスの生徒について PCR検査の対象とするかは、保健所の助言のもと決定します。 

 ２ 同居家族が PCR検査の対象となった場合は、念のために検査結果が明らかになるまで自宅待機（出席停

止）とします。 

 

 福島県教育委員会主催の「ふくし

まっ子ごはんコンテスト」で【学校

賞】を、学校法人KTC学園主催の

「おおぞら全校中学生『大人になり

たい』作文コンクール」で【感謝状】

をいただきました。 

【濃厚接触者の判断基準】 

【濃厚接触者の確認方法】 【濃厚接触者の健康観察票】 

【学校賞の授与】 【感謝状の授与】 

（資料１） （資料２） 


